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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の画像データを記憶する記憶部と、
　前記記憶部により記憶された複数の前記画像データから、２次元画像を示す第１画像デ
ータと、３次元画像を示す第２画像データと、にソートするソート部と、
　前記ソート部によりソートされた前記第１画像データを示す第１サムネイル画像を表示
する第１画面と、前記ソート部によりソートされた前記第２画像データを示す第２サムネ
イル画像を表示する第２画面と、を切り替えて表示する表示部と、
　前記表示部に表示された前記第１サムネイル画像及び前記第２サムネイル画像を用いて
指定された画像データにより示される画像を、前記表示部にスライドショー表示をさせる
ように前記表示部を制御する制御部と、を備え、
　前記制御部は、前記表示部に前記スライドショー表示をさせている場合において、２次
元画像から３次元画像に切り替わるとき、又は、３次元画像から２次元画像に切り替わる
ときに、２次元画像から３次元画像に切り替わること、又は、３次元画像から２次元画像
に切り替わること、を示す画像を挿入することを特徴とする画像再生装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の画像再生装置において、
　２次元画像から３次元画像に切り替わること、又は、３次元画像から２次元画像に切り
替わること、を示す画像は、前記表示部に白画面を表示する画像であることを特徴とする
画像再生装置。
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【請求項３】
　請求項１に記載の画像再生装置において、
　２次元画像から３次元画像に切り替わること、又は、３次元画像から２次元画像に切り
替わること、を示す画像は、前記表示部に黒画面を表示する画像であることを特徴とする
画像再生装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の画像再生装置において、
　２次元画像から３次元画像に切り替わることを示す画像は、３次元画像から２次元画像
に切り替わることを示す画像とは異なることを特徴とする画像再生装置。
【請求項５】
　請求項４に記載の画像再生装置において、
　２次元画像から３次元画像に切り替わることを示す画像は、前記表示部に白画面を表示
する画像であり、
　３次元画像から２次元画像に切り替わることを示す画像は、前記表示部に黒画面を表示
する画像であることを特徴とする画像再生装置。
【請求項６】
　請求項４に記載の画像再生装置において、
　２次元画像から３次元画像に切り替わることを示す画像は、前記表示部に黒画面を表示
する画像であり、
　３次元画像から２次元画像に切り替わることを示す画像は、前記表示部に白画面を表示
する画像であることを特徴とする画像再生装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、２Ｄ画像と３Ｄ画像が混在して記憶された画像を再生する画像再生装置に関
する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、視差のある２枚の画像を用いて３Ｄ（立体）画像を再生する画像再生装置が知ら
れている。このような画像再生装置において、３Ｄ画像と２Ｄ（平面）画像とが混在して
記憶されている場合に、３Ｄ画像と２Ｄ画像とを異なるファイルに分離して、再生する方
法が考えられている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－９４１４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　従来技術では、２Ｄ画像と３Ｄ画像が混在して記憶された画像を再生する場合に、視聴
者が疲れてしまうという問題がある。
【０００５】
　上記課題に鑑み、本発明の目的は、２Ｄ画像と３Ｄ画像が混在して記憶された画像を再
生する場合に、視聴者が疲れない画像再生装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る画像再生装置は、複数の画像データを記憶する記憶部と、前記記憶部によ
り記憶された複数の前記画像データから、２次元画像を示す第１画像データと、３次元画
像を示す第２画像データと、にソートするソート部と、前記ソート部によりソートされた
前記第１画像データを示す第１サムネイル画像を表示する第１画面と、前記ソート部によ
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りソートされた前記第２画像データを示す第２サムネイル画像を表示する第２画面と、を
切り替えて表示する表示部と、前記表示部に表示された前記第１サムネイル画像及び前記
第２サムネイル画像を用いて指定された画像データにより示される画像を、前記表示部に
スライドショー表示をさせるように前記表示部を制御する制御部と、を備え、前記制御部
は、前記表示部に前記スライドショー表示をさせている場合において、２次元画像から３
次元画像に切り替わるとき、又は、３次元画像から２次元画像に切り替わるときに、２次
元画像から３次元画像に切り替わること、又は、３次元画像から２次元画像に切り替わる
こと、を示す画像を挿入することを特徴とする。
【０００７】
　また、２次元画像から３次元画像に切り替わること、又は、３次元画像から２次元画像
に切り替わること、を示す画像は、前記表示部に白画面を表示する画像であることを特徴
とする。
【０００８】
　また、２次元画像から３次元画像に切り替わること、又は、３次元画像から２次元画像
に切り替わること、を示す画像は、前記表示部に黒画面を表示する画像であることを特徴
とする。
【０００９】
　また、２次元画像から３次元画像に切り替わることを示す画像は、３次元画像から２次
元画像に切り替わることを示す画像とは異なることを特徴とする。
【００１０】
　また、２次元画像から３次元画像に切り替わることを示す画像は、前記表示部に白画面
を表示する画像であり、３次元画像から２次元画像に切り替わることを示す画像は、前記
表示部に黒画面を表示する画像であることを特徴とする。
【００１１】
　また、２次元画像から３次元画像に切り替わることを示す画像は、前記表示部に黒画面
を表示する画像であり、３次元画像から２次元画像に切り替わることを示す画像は、前記
表示部に白画面を表示する画像であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、２Ｄ画像と３Ｄ画像とが混在して記憶された画像を再生する場合に、
視聴者が疲れないようにすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】第１の実施形態に係る画像再生装置１０１の使用形態を示す説明図である。
【図２】３Ｄ画像を説明するための説明図である。
【図３】カメラ１０２と画像再生装置１０１との構成を示すブロック図である。
【図４】カメラ１０２と画像再生装置１０１との間の通信動作を示すフローチャートであ
る。
【図５】画像再生装置１０１でスライドショーを行う場合の動作を示すフローチャートで
ある。
【図６】画像ファイルのソートの様子を示す説明図である。
【図７】カメラ１０３と画像再生装置１０１ｂとの構成を示すブロック図である。
【図８】第２の実施形態に係る画像再生装置１０１の動作を示すフローチャートである。
【図９】２Ｄ画像から３Ｄ画像へ変化する際の表示画面の様子を示す説明図である。
【図１０】２Ｄ画像から３Ｄ画像へ変化する際の表示画面の様子を示す説明図である。
【図１１】第３の実施形態に係る画像再生装置１０１のフォルダ操作を示す説明図である
。
【図１２】第３の実施形態に係る画像再生装置１０１のファイル操作を示す説明図である
。
【図１３】３Ｄ画像ファイルの構成を示す説明図である。
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【図１４】サムネイル表示の様子を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、図面を参照して本発明に係る画像再生装置について説明する。
（第１の実施形態）
　図１は本発明の第１の実施形態に係る画像再生装置１０１の使用例を示した図である。
画像再生装置１０１はストレージャとも呼ばれ、カメラ１０２やカメラ１０３で撮影した
画像をハードディスクなどの記憶装置に取り込んで、取り込んだ画像をスライドショーな
どでテレビ１０４に出力する装置である。
【００１９】
　カメラ１０２は無線接続可能なカメラで、画像再生装置１０１のアンテナ１０５と、カ
メラ１０２のアンテナ１０６との間で無線通信して、カメラ１０２で撮影した画像を画像
再生装置１０１に入力する。
【００２０】
　カメラ１０３は、画像再生装置１０１のＵＳＢ（Ｕniversal Ｓerial Ｂus）インター
フェース１０７とＵＳＢケーブル１０８を介して接続し、カメラ１０３で撮影した画像を
画像再生装置１０１に入力する。尚、カメラ１０２およびカメラ１０３は、２Ｄ画像（平
面画像）だけでなく、３Ｄ画像（立体画像）を撮影することができるカメラである。
【００２１】
　画像再生装置１０１は、カメラ１０２またはカメラ１０３から２Ｄ画像や３Ｄ画像を取
り込んで、出力端子１０９から映像ケーブル１１０を介して接続されるテレビ１０４に２
Ｄ画像や３Ｄ画像を出力し、表示する。尚、本実施形態の３Ｄ画像は、３Ｄメガネ１１１
を掛けることによって、３Ｄ画像として見ることができる。
【００２２】
　ここで、本実施形態で用いる３Ｄ画像について、図２を用いて簡単に説明する。図２に
おいて、３Ｄ画像は左目用の画像２０１と、右目用の画像２０２の２枚の視差画像が、カ
メラ１０２またはカメラ１０３によって撮影されたとする。例えば、画像２０１を赤色に
し、画像２０２を青色にして合成した画像２０３をテレビ１０４に表示する。合成して表
示される２枚の画像には視差があるので、二重になって見えるが、３Ｄメガネ１１１を掛
けてテレビ１０４に表示されている画像２０３を見ると、１枚の３Ｄ画像２０４が見える
。簡単に説明すると、３Ｄメガネ１１１の左目に青色フィルタを、右目に赤色フィルタを
設けることによって、左目には右目用の画像２０２は青色でフィルタリングされて見えず
、逆に右目には左目用の画像２０１は赤色でフィルタリングされて見えないので、左目に
は左目用の画像２０１が見え、右目には右目用の画像２０２がそれぞれ見えることになり
、頭の中で３Ｄ画像として認識されるわけである。このように、３Ｄ画像には、左目用と
右目用の２枚ペアの視差画像が必要である。
【００２３】
　次に、図１のカメラ１０２と画像再生装置１０１の構成について、図３を用いて説明す
る。図３のブロック図において、カメラ１０２は３Ｄ画像の撮影が可能で、左目用と右目
用の２枚ペアの視差画像を写せるように、左レンズ３０２と右レンズ３０３とを有してい
る。左レンズ３０２から入射した被写体光は撮像素子３０４で光電変換され、さらに光電
変換された電気信号は、Ａ／Ｄ変換部３０６でデジタルデータに変換され、バッファメモ
リ３０７に取り込まれる。同様に、右レンズ３０３から入射した被写体光は撮像素子３０
５で光電変換され、さらに光電変換された電気信号は、Ａ／Ｄ変換部３０８でデジタルデ
ータに変換され、バッファメモリ３０９に取り込まれる。
【００２４】
　バッファメモリ３０７および３０９に取り込まれた画像データは、バス３１０を介して
ＣＰＵ３０１によって読み取られ、ＤＳＰ（デジタル信号処理部）３１３で画像処理を行
い、メモリカードＩＦ（インターフェース）３１１を介してメモリカード３１２に保存す
ることができる。
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【００２５】
　また、カメラ１０２は、ＣＰＵ３０１のソフトウェアによって制御され、利用者は操作
パネル３１６からＣＰＵ３０１に各種の動作指示を与える。例えば、シャッター操作、２
Ｄ撮影と３Ｄ撮影の切り替え、メモリカード３１２からの画像の読み出しや保存、画像再
生装置１０１への画像の送信などの動作指示をＣＰＵ３０１に与える。
【００２６】
　送受信部３１７は、カメラ１０２から画像再生装置１０１へ画像を無線送信するための
もので、操作パネル３１６によって利用者が選択した画像を高周波信号に変調してアンテ
ナ１０６から画像再生装置１０１のアンテナ１０５に送信する。
【００２７】
　次に、画像再生装置１０１の構成について説明する。画像再生装置１０１は、ＣＰＵ３
１９のソフトウェアによって制御され、利用者は操作パネル３２５からＣＰＵ３１９に各
種の動作指示を与える。例えば、カメラ１０２からの画像の取り込みや、メモリカード３
２３やハードディスク（ＨＤＤ）３２４に記憶された画像の確認や検索などのファイル操
作、或いはスライドショーの実施など動作指示をＣＰＵ３１９に与える。
【００２８】
　送受信部３１８が受信した画像は、ＣＰＵ３１９によって、バス３２０を介してメモリ
３２１やＨＤＤ３２４、或いはメモリカードＩＦ３２２を介して接続されるメモリカード
３２３に記憶される。
【００２９】
　ＤＳＰ（デジタル信号処理部）３２７は、ＣＰＵ３１９の指示で画像処理を行い、２Ｄ
画像から計算によって擬似的に３Ｄ画像に変換したり、逆に３Ｄ画像から２Ｄ画像に変換
する。
【００３０】
　画像出力部３２６は、バス３２０を介して出力される画像をコンポジット，コンポーネ
ント，ＤＶＩ，ＨＤＭＩ（登録商標）などの映像信号に変換して、出力端子１０９に接続
されている映像ケーブル１１０を介してテレビ１０４に出力し、テレビ１０４に画像が表
示される。
【００３１】
　ここで、カメラ１０２の送受信部３１７と画像再生装置１０１の送受信部３１８との間
で通信を確立し、画像をメモリ３２１に取り込む際のＣＰＵ３０１およびＣＰＵ３１９の
処理について、図４のフローチャートを用いて説明する。
【００３２】
　先ず、カメラ１０２の動作について説明する。
（ステップＳ５０１）カメラ１０２の電源をオンする。
（ステップＳ５０２）カメラ１０２のＣＰＵ３０１は接続開始信号を送受信部３１７およ
びアンテナ１０６から送信し、画像再生装置１０１から応答信号を受信すると、通信が確
立された状態になる。
（ステップＳ５０３）利用者は、操作パネル３１６によって、メモリカード３１２に記憶
されている撮影画像の中から送信する画像を選択する。
（ステップＳ５０４）送信する画像が選択されると、選択された画像を順番に送信する。
（ステップＳ５０５）選択された画像を全て送信し終わる前に、利用者が操作パネル３１
６を操作して、動作を終了させたか否かを判断し、動作を終了させる場合はステップＳ５
０８に進む。
（ステップＳ５０６）選択された画像を全て送信し終えたか否かを判断し、全て送信し終
えた場合は、ステップＳ５０８に進む。
（ステップＳ５０７）選択された画像の中で次に送信する画像を選択し、ステップＳ５０
４に戻る。
（ステップＳ５０８）画像の送信処理を終了することを画像再生装置１０１側に伝える。
（ステップＳ５０９）画像の送信処理を終了する。
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【００３３】
　このようにして、カメラ１０２で選択された画像を画像再生装置１０１側に送信する。
次に、画像再生装置１０１の動作について説明する。
（ステップＳ５５１）画像再生装置１０１の電源をオンする。
（ステップＳ５５２）画像再生装置１０１のＣＰＵ３１９は、カメラ１０２側から送られ
てくる開始信号を受信すると、送受信部３１８およびアンテナ１０５を介して応答信号を
送信し、カメラ１０２側と通信が確立された状態になる。
（ステップＳ５５３）カメラ１０２から送られてくる画像を受信する。
（ステップＳ５５４）受信した画像を、メモリ３２１やＨＤＤ３２４、或いはメモリカー
ド３２３に記憶する。
（ステップＳ５５５）カメラ１０２側から終了信号を受信したか否かを判断し、終了信号
を受信しない場合は、ステップＳ５５３に戻り、次の画像を受信する。
（ステップＳ５５６）カメラ１０２側から終了信号を受信した場合は、画像の受信処理を
終了する。
【００３４】
　このようにして、カメラ１０２側から送られてくる画像は、画像再生装置１０１で受信
され、メモリ３２１やＨＤＤ３２４、或いはメモリカード３２３に記憶される。尚、送受
信する画像は、２Ｄ画像でもよいし、３Ｄ画像でも構わない。
【００３５】
　次に、画像再生装置１０１でスライドショー表示を行う場合の動作について、図５を用
いて説明する。尚、このスライドショーは、指定した方法で画像の表示順序をソート（並
べ替え）して表示する。また、２Ｄ画像は３Ｄ画像に変換して表示するようになっている
。
（ステップＳ６０１）画像再生装置１０１の電源をオンする。
（ステップＳ６０２）画像再生装置１０１の操作パネル３２５によって、メモリ３２１や
ＨＤＤ３２４、或いはメモリカード３２３に記憶されている画像の中からスライドショー
を行う画像を選択する。例えば、ＨＤＤ３２４の中のフォルダを選択することで、そのフ
ォルダに格納されている全ての画像でスライドショー表示する。
（ステップＳ６０３）選択された画像を指定した方法でソートする。例えば、図６（ａ）
の画像リスト８０１が選択されていたとする。この画像リスト８０１に対して、３Ｄ画像
と２Ｄ画像とでソートを行うと、図６（ｂ）の画像リスト８０２のように、スライドショ
ーで表示する順番が並べ替えられ、３Ｄ画像の３つの画像８０３のｄｅｆ．３Ｄと、ｇｈ
ｉ．３Ｄと、ｐｑｒ．３Ｄとが先に表示され、２Ｄ画像の３つの画像のａｂｃ．２Ｄと、
ｊｋｌ．２Ｄと、ｍｎｏ．２Ｄとが後で表示されことになる。或いは、１時間毎の撮影時
間帯でソートを行うと、図６（ｃ）の画像リスト８０４のように、スライドショーで表示
する順番が並べ替えられ、１２時台に撮影された２つの画像８０５のｄｅｆ．３Ｄとｐｑ
ｒ．３Ｄとが連続して表示するようにまとめられ、９時台に撮影された２つの画像８０６
のａｂｃ．２Ｄと、ｊｋｌ．２Ｄとが連続して表示するようにまとめられる。尚、ソート
する基準は、例えば、撮影日時やファイル名など、上記以外の基準に従ってソートしても
構わない。
（ステップＳ６０４）ステップＳ６０３でソートされた画像を順番に読み出す。
（ステップＳ６０５）読み出した画像が２Ｄ画像であるか３Ｄ画像であるかを判断し、２
Ｄ画像の場合はステップＳ６０６に進む。
（ステップＳ６０６）ＤＳＰ３２７は、２Ｄ画像を所定の計算に基づいて、擬似的に３Ｄ
画像に変換する。尚、２Ｄ画像から３Ｄ画像への変換方法はいろいろ考えられているが、
例えば、画像をずらせる割合を部分的に変えて、擬似的に２枚の視差画像を構成する方法
などがある。
【００３６】
　また、この際に、２Ｄ画像から３Ｄ画像へ変換したことが視聴者にわかるように、例え
ば、変換後の３Ｄ画像に文字「２Ｄ－＞３Ｄ」を重ねる。或いは、文字によるメッセージ
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情報ではなく、アイコンなどの図形をメッセージ情報として表示してもよいし、画像を表
示する画面のウィンドウの色や模様などを、２Ｄ画像と通常の３Ｄ画像と変換した３Ｄ画
像とで異なるようにしても構わない。
【００３７】
　尚、ここでは、２Ｄ画像を３Ｄ画像に変換して３Ｄ画像に統一するようにしたが、出力
する装置が３Ｄ画像に対応していない場合や、視聴者が意図的に２Ｄ画像で表示すること
を選択した場合は、逆に、３Ｄ画像を２Ｄ画像に変換して２Ｄ画像に統一するようにして
も構わない。この場合も、３Ｄ画像から２Ｄ画像へ変換したことが視聴者にわかるように
、例えば、変換後の２Ｄ画像に文字「３Ｄ－＞２Ｄ」を重ねて出力する。
（ステップＳ６０７）３Ｄ画像あるいは２Ｄ画像から新たに３Ｄ画像に変換された画像を
画像出力部３２６から出力端子１０９および映像ケーブル１１０を介して出力し、テレビ
１０４に３Ｄ画像を表示する。尚、３Ｄ画像の表示は、図２で説明したように行われる。
（ステップＳ６０８）スライドショーで全ての画像を表示し終える前に、利用者が操作パ
ネル３２５を操作して、動作を終了させたか否かを判断し、動作を終了させる場合はステ
ップＳ６１１に進む。
（ステップＳ６０９）スライドショーで表示される最後の画像か否かを判断し、最後の画
像である場合は、ステップＳ６１１に進む。
（ステップＳ６１０）スライドショーで表示される画像が残っている場合は、次の画像を
読み出し、ステップＳ６０５に戻る。
（ステップＳ６１１）スライドショーを終了する。
【００３８】
　尚、本実施形態では、図１において、カメラ１０２と画像再生装置１０１とを無線で接
続する場合について説明したが、カメラ１０３と画像再生装置１０１とをＵＳＢインター
フェースなどの有線で接続するようにしても構わない。この場合は、図７に示すように、
図３の画像再生装置１０１の送受信部３１８およびアンテナ１０５と、カメラ１０２の送
受信部３１７およびアンテナ１０６との代わりに、カメラ１０３にはＵＳＢＩＦ（インタ
ーフェース）３５１を、画像再生装置１０１ｂにはＵＳＢＩＦ１０７をそれぞれ設け、Ｕ
ＳＢケーブル１０８で接続して通信を行うようになっている。従って、通信媒体が異なる
だけで、カメラ１０２から画像再生装置１０１へ画像を送信する図４のフローチャート、
および画像再生装置１０１でスライドショー表示を行う図５のフローチャートと同様に動
作する。尚、ＵＳＢインターフェースでなくても、ＲＳ２３２Ｃ規格のインターフェース
やＩＥＥＥ１３９４規格のインターフェース、或いはＬＡＮインターフェースであっても
構わない。
【００３９】
　また、本実施形態では、カメラ１０２と画像再生装置１０１とを無線で、或いは、カメ
ラ１０３と画像再生装置１０１ｂとを有線で接続する形態について説明したが、カメラに
画像再生装置の機能が一体化されていても構わない。この場合は、カメラをテレビ１０４
に直接接続してスライドショーを表示したり、カメラ１０２の液晶モニタ３１５にスライ
ドショーを表示して鑑賞することができる。
【００４０】
　このように、２Ｄ画像と３Ｄ画像とが混在する画像をスライドショー表示する場合に、
２Ｄ画像を新たな３Ｄ画像に変換して表示することにより、スライドショーの視聴者は、
スライドショーの途中で、画面が２Ｄ画像から３Ｄ画像に切り替わったり、逆に３Ｄ画像
から２Ｄ画像に切り替わったりすることがないので、違和感を感じたり、目が疲れること
なく、スライドショーを鑑賞することができる。また、表示されている画像が２Ｄ画像か
ら３Ｄ画像へ変換した画像であることや、或いは、３Ｄ画像から２Ｄ画像に変換した画像
であることが、文字やアイコンなどの図形或いは画面のウィンドウの色や模様などによっ
て、視聴者が容易に確認することができる。
【００４１】
　尚、本実施形態では、図５のステップＳ６０５およびＳ６０６で、２Ｄ画像を３Ｄ画像
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に変換するようにしたが、ステップＳ６０５およびＳ６０６を削除して、ステップＳ６０
３において２Ｄ画像と３Ｄ画像とにソートしておけば、２Ｄ画像や３Ｄ画像が連続して出
力されるので、切り替わりが１回だけで済み、２Ｄ画像と３Ｄ画像とが入り乱れた順番で
スライドショー表示する場合に比べて、視聴者の目の疲れを少なくできる。
【００４２】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態に係る画像再生装置について説明する。尚、カメラ１０
２と画像再生装置１０１とを接続する構成は、第１の実施形態の図３と同じである。本実
施形態の画像再生装置１０１は、カメラ１０２側で２Ｄ画像を新たな３Ｄ画像に変換する
機能を設けたもので、画像再生装置１０１は受信した画像を一旦メモリに記憶するか、或
いは受信しながらスライドショー表示を行う。
【００４３】
　本実施形態のカメラ１０２と画像再生装置１０１との動作を、図８のフローチャートを
用いて説明する。
【００４４】
　図８において、図４と同じステップ番号の処理は、同じものを示すので説明を省略する
。ステップＳ５０１からＳ５０３までは同じで、送信する画像が選択された状態になって
いる。
（ステップＳ７０１）図５のステップＳ６０３と同様に、選択された画像を指定した方法
でソートする。つまり、３Ｄ画像と２Ｄ画像とでソートを行ったり、１時間毎の撮影時間
帯でソートを行う。
（ステップＳ７０２）ステップＳ７０１でソートされた画像を順番に読み出す。
（ステップＳ７０３）読み出した画像が２Ｄ画像であるか３Ｄ画像であるかを判断し、２
Ｄ画像の場合はステップＳ７０４に進む。
（ステップＳ７０４）図５のステップＳ６０６と同様に、２Ｄ画像を所定の計算に基づい
て、擬似的に３Ｄ画像に変換する。尚、この処理は、ＤＳＰ３１３によって行われる。
【００４５】
　この後の処理については、第１の実施形態の図４のフローチャートと同じで、ステップ
Ｓ５０４で画像が送信され、利用者が終了操作を行うか、全ての画像を送信し終えるまで
動作する。
【００４６】
　このように、カメラ１０２側で２Ｄ画像を新たな３Ｄ画像に変換して、画像再生装置１
０１に送信するので、画像再生装置１０１の処理負担を軽くできる。尚、本実施形態の図
８の処理フローでは、ステップＳ５５４において、受信画像を一旦、メモリ３２１に記憶
するようにしたが、受信画像をそのままリアルタイムでスライドショー表示を行っても構
わない。或いは、カメラ１０２の液晶モニタ３１５にスライドショーを表示して鑑賞する
ようにしても構わない。
【００４７】
　また、第１の実施形態と同様に、２Ｄ画像と３Ｄ画像とが混在する画像をスライドショ
ー表示する場合に、２Ｄ画像を新たな３Ｄ画像に変換して表示することにより、スライド
ショーの視聴者は、スライドショーの途中で、画面が２Ｄ画像から３Ｄ画像に切り替わっ
たり、逆に３Ｄ画像から２Ｄ画像に切り替わったりすることがないので、視聴者が違和感
を感じたり、目が疲れることなく、スライドショーを鑑賞することができる。
【００４８】
　（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態に係る画像再生装置について説明する。尚、画像再生装
置自体の構成は、第１の実施形態の図３の画像再生装置１０１あるいは図７の画像再生装
置１０１ｂと同じである。但し、本実施形態では、図５のステップＳ６０５およびＳ６０
６の処理が異なり、以下のように処理する。
（ステップＳ６０５）読み出した画像が２Ｄ画像から３Ｄ画像に変わったか否かを判断し



(9) JP 5812127 B2 2015.11.11

10

20

30

40

50

、２Ｄ画像から３Ｄ画像に変化した場合はステップＳ６０６に進み、２Ｄ画像あるいは３
Ｄ画像のまま変化しない場合はステップＳ６０７に進む。
（ステップＳ６０６）読み出した画像が２Ｄ画像から３Ｄ画像に変化した場合は、３Ｄ画
像を構成する２枚ペアの視差画像のいずれか１枚だけを先に少しの時間だけ出力し、ステ
ップＳ６０７に進む。尚、ステップＳ６０７では、もう１枚の視差画像も出力し、３Ｄ画
像として出力される。以下の動作は図５と同じなので、重複する説明を省略する。
【００４９】
　ここで、本実施形態において、画像が表示される様子を図９を用いて説明する。図９は
時間が上から下に流れる場合にテレビ１０４に表示される画像の様子を示したものである
。時間ｔ１までの間は、２Ｄ画像７０１が表示されていたとする。次に表示される画像が
３Ｄ画像である場合、先に説明したステップＳ６０５において、２Ｄ画像から３Ｄ画像へ
の変化を判断し、ステップＳ６０６で３Ｄ画像を構成する２枚ペアの視差画像のいずれか
１枚の画像７０２を時間ｔ１から時間ｔ２の間、テレビ１０４に表示する。この時、テレ
ビ１０４に表示する画面に画像再生装置１０１のＣＰＵ３１９は、「３Ｄ画像に変わりま
す」というメッセージ情報７０４を画像７０２に合成して表示する。所定時間が経過して
、時間ｔ２になると、画像７０２とペアになるもう１枚の視差画像を含んだ３Ｄ画像７０
３をテレビ１０４に表示する。
【００５０】
　このように、２Ｄ画像と３Ｄ画像とが混在する画像をスライドショー表示する場合に、
２Ｄ画像から３Ｄ画像に切り替わる際に、３Ｄ画像を構成する２枚ペアの視差画像のいず
れか１枚を２Ｄ画像として表示し、時間をおいて２Ｄ画像から３Ｄ画像に変化させること
によって、徐々に目を慣らすことができ、変化時の違和感を少なくすることができる。特
に、これから３Ｄ画像に変わることを知らせるメッセージ情報を表示することによって、
視聴者は心理的な準備を行うことができる。尚、「３Ｄメガネ１１１を掛けて下さい」な
どのメッセージ情報を表示するようにすれば、視聴者に３Ｄメガネ１１１の準備を促すこ
とができ、より効果的である。或いは、文字によるメッセージ情報ではなく、アイコンな
どの図形をメッセージ情報として表示してもよいし、画像を表示する画面のウィンドウの
色や模様などを２Ｄ画像と３Ｄ画像とで変えても構わない。
【００５１】
　また、２Ｄ画像から３Ｄ画像に切り替わる際に、３Ｄ画像を構成する２枚ペアの視差画
像のいずれか１枚を２Ｄ画像として表示するのではなく、図１０に示すように、時間ｔ１
と時間ｔ２との間に、別の３Ｄ画像７０５を表示するようにしても構わない。特にこの場
合は、視聴者の目が３Ｄ画像に慣れやすい遠近感のある画像を挿入するのが好ましい。或
いは、画像７０５として、白画面や黒画面を挿入するようにして、視聴者の目の感覚をリ
セットするようにしても構わない。
【００５２】
　さらに、２Ｄ画像から３Ｄ画像に切り替わる際に、或いは３Ｄ画像から２Ｄ画像に切り
替わる際に、スライドショーで表示する画像効果を変えるようにしても構わない。例えば
、スライドインやスライドアウトの速度を２種類設け、２Ｄ画像のスライドインおよびス
ライドアウトの速度を速くして、３Ｄ画像のスライドインおよびスライドアウトの速度を
遅くするようにしても構わない。或いは、スライドインやスライドアウトの方法を２種類
設け、２Ｄ画像から３Ｄ画像に変わる時は左方向からスライドインして、３Ｄ画像から２
Ｄ画像に変わる時は右方向からスライドインするようにしても構わない。スライドインや
スライドアウトの画像効果だけでなく、表示する画面の一部を拡大するズーム処理の有無
などを変えるようにしても構わない。
【００５３】
　或いは、２Ｄ画像から３Ｄ画像に切り替わる際だけでなく、２Ｄ画像を表示中の画像効
果と３Ｄ画像を表示中の画像効果とを変えるようにしても構わない。例えば、２Ｄ画像を
表示中はセピア調の画像効果を持たせたり、３Ｄ画像を表示中はスター表示の画像効果を
持たせたりするようにしても構わない。
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【００５４】
　このように、２Ｄ画像から３Ｄ画像に切り替わる際に、或いは３Ｄ画像から２Ｄ画像に
切り替わる際に、スライドショーで表示する画像効果を変えることで、視聴者は画像の種
類の変化を予め知ることができ、心理的な準備を行うことができる。
【００５５】
　（第４の実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態に係る画像再生装置について説明する。尚、画像再生装
置自体の構成は、第１の実施形態の図３の画像再生装置１０１あるいは図７の画像再生装
置１０１ｂと同じである。本実施形態では、先の実施形態で述べたソート処理など、３Ｄ
画像および２Ｄ画像のファイル操作について説明する。
【００５６】
　図１１は、ファイル操作時のテレビ１０４の画面の様子を描いたものである。同図（ａ
）は２Ｄ画像や３Ｄ画像を格納するフォルダが表示された画面８１１の様子で、線画だけ
のフォルダアイコン８１２は２Ｄ画像だけが格納されているフォルダを示し、影の付いた
立体調のフォルダアイコン８１３は３Ｄ画像だけが格納されているフォルダを示している
。さらに、一部が線画で残りの部分が影の付いた立体調になったフォルダアイコン８１４
は２Ｄ画像と３Ｄ画像とが混在して格納されているフォルダを示している。
【００５７】
　今、同図（ａ）が表示されている画面８１１において、利用者が画像再生装置１０１の
操作パネル３２５を操作して、２Ｄ画像だけが格納されたフォルダの選択を指示したとす
ると、ＣＰＵ３１９は画面８１１において、２Ｄ画像だけが格納されたフォルダアイコン
８１２を全て選択する。同図（ｂ）の点線８１５で囲まれた影付きの部分が選択された２
Ｄ画像だけを格納するフォルダアイコン８１２である。逆に、同図（ｃ）は、３Ｄ画像だ
けが格納されたフォルダの選択を指示した場合の様子を示したもので、ＣＰＵ３１９は画
面８１１において、３Ｄ画像だけが格納されたフォルダアイコン８１３を全て選択する。
点線８１６で囲まれた影付きの部分が選択された３Ｄ画像だけを格納するフォルダアイコ
ン８１３である。尚、２Ｄ画像と３Ｄ画像とが混在して格納されているフォルダアイコン
を選択する場合も同様に行うことができる。
【００５８】
　このように、２Ｄ画像だけ格納されたフォルダや３Ｄ画像だけ格納されたフォルダ、或
いは２Ｄ画像と３Ｄ画像とが混在するフォルダにおいて、異なるフォルダアイコン表示す
ることによって、利用者はフォルダアイコンが表示された画面を見ただけで、２Ｄ画像や
３Ｄ画像がどのフォルダに格納されているかを簡単に判別することができる。また、利用
者の操作によって、２Ｄ画像だけ格納されたフォルダや、３Ｄ画像だけ格納されたフォル
ダなど、同じ画像形態のフォルダを一括して選択することができるので、同じ形態の画像
を移動したり、コピーすることが容易になる。
【００５９】
　次に、画像ファイルが表示された画面を操作する場合について、図１２を用いて説明す
る。同図（ａ）は２Ｄ画像や３Ｄ画像を格納する画像ファイルが表示された画面８２１の
様子を示している。画像ファイルの属性情報として、拡張子に２Ｄや３Ｄが付加され、種
類に２Ｄ画像であるか３Ｄ画像であるかを示す情報が表示されている。
【００６０】
　今、同図（ａ）が表示されている画面８２１において、利用者が画像再生装置１０１の
操作パネル３２５を操作して、２Ｄ画像だけの選択を指示したとすると、ＣＰＵ３１９は
画面８２１において、２Ｄ画像だけを全て選択する。同図（ｂ）の点線８２２，８２３お
よび８２４で囲まれた影付きの部分が選択された２Ｄ画像ファイルである。逆に、同図（
ｃ）は、３Ｄ画像だけの選択を指示した場合の様子を示したもので、ＣＰＵ３１９は画面
８２１において、３Ｄ画像だけを全て選択する。点線８２５，８２６および８２７で囲ま
れた影付きの部分が選択された３Ｄ画像ファイルである。
【００６１】
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　このように、２Ｄ画像と３Ｄ画像とで異なる拡張子を付加することによって、利用者は
表示されているファイルが２Ｄ画像であるか３Ｄ画像であるかを簡単に判別することがで
きる。また、利用者の操作によって、２Ｄ画像のファイルだけや、３Ｄ画像のファイルだ
けを一括して選択することができるので、同じ形態の画像を同時に移動したり、コピーす
ることが容易になる。
【００６２】
　ここで、３Ｄ画像ファイルについて説明する。本実施形態の３Ｄ画像は図２で説明した
ように、２枚ペアの視差画像で構成される。従って、右目用と左目用との２枚の視差画像
を必要とするが、３Ｄ画像をファイルにする際に、別の２つの画像ファイルにする方法と
、１つの画像ファイルにする方法とが考えられる。先に述べた図１２における３Ｄ画像の
ファイルは１つの画像ファイルにする方法によるもので、例えば、同図（ｃ）の点線８２
５で囲まれた３Ｄ画像ファイルのｄｅｆ．３Ｄには、右目用と左目用との２枚の視差画像
が格納されており、ＣＰＵ３１９が３Ｄ画像ファイルのｄｅｆ．３Ｄを読み出す際に、２
枚の視差画像に分離できるように、画像ファイルの中に２枚の視差画像に分離するための
情報が付加されている。
【００６３】
　一方、右目用と左目用との２枚の視差画像を別の２つの画像ファイルにする方法では、
例えば、図１３に示すように、画像ファイルが表示された画面８３１において、拡張子が
３ＤＬの画像ファイル８３２のｄｅｆ．３ＤＬと、拡張子が３ＤＲの画像ファイル８３３
のｄｅｆ．３ＤＲとが別の２つの画像ファイルであるが如く表示される。この場合に、Ｃ
ＰＵ３１９が３Ｄ画像ファイルを読み出す際は、拡張子を除く同じファイル名ｄｅｆを検
索し、拡張子が３ＤＬのものを左目用として、拡張子が３ＤＲのものを右目用として、そ
れぞれ読み出して、３Ｄ画像を表示する。
【００６４】
　次に、画像の相関を利用して、画像検索を行う方法について説明する。例えば、利用者
が画像再生装置１０１の操作パネル３２５を操作して、ある画像の検索を指示した場合、
例えば、ＣＰＵ３１９は２Ｄ画像のファイルに関しては、そのまま相関を利用した画像検
索を行い、３Ｄ画像のファイルに関しては、２枚ペアの視差画像のいずれか１枚だけを検
索対象として画像検索を行う。この場合、図１２で説明したような右目用と左目用との２
枚の視差画像を１つの３Ｄ画像ファイルにしたものについては、画像ファイルの片側画像
のデータについてのみ検索を行う。或いは、図１３で説明したような右目用と左目用との
２枚の視差画像を別の２つの画像ファイルにしたものについては、例えば、拡張子が３Ｄ
Ｌの画像ファイルだけを検索対象とし、拡張子が３ＤＲの画像ファイルについては検索対
象としないようにする。
【００６５】
　このように、２Ｄ画像と３Ｄ画像とが混在する画像ファイルの中から画像検索する際に
３Ｄ画像の２枚ペアの視差画像のいずれか１枚だけを検索対象とすることで、画像検索時
間を短縮することができる。尚、２枚の視差画像全てを検索対象としても構わないが、２
枚ペアの視差画像は相関がある画像なので、いずれか１枚の画像を検索対象とするだけで
、２枚の視差画像を検索対象とした場合と同等の検索結果をえることができる。
【００６６】
　次に、ソートや検索した画像をサムネイル表示する場合について、図１４を用いて説明
する。図１４（ａ）は２Ｄ画像７１２だけがテレビ１０４にサムネイル表示された画面７
１１を示し、図１４（ｂ）は３Ｄ画像７１４だけがテレビ１０４にサムネイル表示された
画面７１３を示す。例えば、利用者が画像再生装置１０１の操作パネル３２５を操作して
、図１２（ａ）に示すような２Ｄ画像と３Ｄ画像とが混在する画像ファイルリストのサム
ネイル表示を指示したとすると、ＣＰＵ３１９は画面８２１の画像ファイルリストの中か
ら２Ｄ画像だけを抽出して、図１４（ａ）に示すような２Ｄ画像だけのサムネイル画像を
テレビ１０４に表示する。３Ｄ画像のサムネイルは次画面に分けて、図１４（ｂ）のよう
に３Ｄ画像だけを１つの画面で表示する。この時、例えば、１画面に１２枚のサムネイル
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画像を表示できる画面サイズで７枚の２Ｄ画像と５枚の３Ｄ画像がある場合、図１４（ａ
）のように７枚の２Ｄ画像を１画面にサムネイル表示して５枚分を空白にし、５枚の３Ｄ
画像は図１４（ｂ）のように次の画面で表示するようにする。
【００６７】
　このように、２Ｄ画像と３Ｄ画像とが混在する画像ファイルリストをサムネイル表示す
る場合に、２Ｄ画像と３Ｄ画像とを別の画面に分けて表示するので、視聴者の目が疲れな
い。特に、３Ｄ画像のサムネイル表示の時は３Ｄメガネ１１１を掛けて見れば、サムネイ
ル表示を３Ｄ画像で鑑賞することができる。
【００６８】
　尚、各実施形態において、赤色と青色のメガネを掛けて見る３Ｄ画像の場合について説
明したが、これ以外にも３Ｄ画像を得る方法として、偏光を利用したもの、液晶シャッタ
ー付きのメガネを掛ける方法、テレビのディスプレイ自体に視差が生じる特殊な加工を施
したものなどがある。このような３Ｄ画像であっても、画像データを同じ様に処理するこ
とによって、本実施形態と同様の効果が得られる。特に、異なる方法による３Ｄ画像が混
在する場合は、各実施形態で説明したソートを行う場合に、３Ｄ画像の種類毎にソートす
るようにしても構わない。
【００６９】
　以上、本発明について詳細に説明してきたが、上記の実施形態およびその変形例は発明
の一例に過ぎず、本発明はこれに限定されるものではない。本発明を逸脱しない範囲で変
形可能であることは明らかである。
【符号の説明】
【００７０】
１０１，１０１ｂ・・・画像再生装置　１０２，１０３・・・カメラ
１０４・・・テレビ　　　　　　　　　１１１・・・３Ｄメガネ
３０１，３１９・・・ＣＰＵ　　　　　３２４・・・ＨＤＤ
３２５・・・操作パネル　　　　　　　３２６・・・画像出力部
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